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　科学研究力の低下はわが国の将来の
全般にかかわる深刻な問題である。医
学領域も例外ではない。私が専門とす
る 2型糖尿病を含め多くの疾患におけ
る関連遺伝子や病態は，日本人・アジ
ア人と欧米人の間で大きく異なる。す
なわち，医学研究力の低下は，長期的
にわが国の予防を含めた医学・医療の
進歩と国民の健康の向上・増進を危う
くする恐れがある。　
　医学研究力低下の大きな要因は研究
医の減少と研究時間の減少である。近
年の研究医減少の背景として，初期臨
床研修・専門研修が充実した一方，臨
床と研究の両立を志す研究医に対する
支援が不十分であることが指摘されて
いる。医学領域においては，その多く
が臨床研修，時には専門研修を経てか
ら大学院へ進学するため，他の研究領
域と比較して高年齢の研究者が多い。
そのため，同期の臨床医との経済格差
は歴然としている。欧米では一般化し
ていることだが，大学院で研究に専念
しながら生活が成り立つような給与を

出すなど，研究者としてのキャリアを継
続するための経済的支援が求められる。
　研究時間の問題も劣らず重要であ
る。全国医学部長病院長会議の資料に
よると，この 20年間で臨床に従事す
る若手教員の研究時間は半減している
という。私自身の経験でも，研究者と
して成長した時期は，研究に専念でき
た米国留学中の 3年余りと，研究にか
なりの時間を費やせたその後の 10年
くらいだった思う。年々臨床の繁忙度
が増している大学病院で臨床と研究を
両立させるためには，臨床教室におい
ても臨床業務が少ない研究ポジション
を設けたり基礎教室と連携したりし
て，十分な研究時間を確保する仕組み
が求められる。
　医学系で大幅に減少している海外留
学者を再び増加させることも喫緊の課
題である。研究者としてのキャリアで
は，世界の研究のフロントでの経験が
その後の国際的な研究ネットワーク形
成も含め一生役に立つ。日本からの海
外留学者数の大幅な回復と，そのため
の支援拡充が期待される。スポーツの
世界では大谷翔平選手が海外で大活躍
しているように，研究においても海外
で大きな成果を上げている日本人研究
者は今でも決して少なくない。彼ら彼
女らが，日本に帰国して研究室を持っ
て活躍できるための支援や，日本と海
外の両方で研究室を持つことができる
ダブルアポイント制度を含め，国際頭
脳循環の一層の促進が必要である。

わが国の医学研究力の向上に向けて

門脇 孝
日本医学会連合 会長／虎の門病院 院長

　1975年に始まった日本看護系大学
協議会（JANPU）は，2025年で創立
50周年を迎える。わずか 6大学の教
員有志から始まった本会が，300課程
を超える会員校を有する会になること
を誰が想像しただろうか。2024年 10月
現在，学士課程 304，大学院修士課程 223，
博士後期課程 130を有するまでに成長
した。
　看護学士課程の 2025年の最大の挑
戦は，看護学教育モデル・コア・カリ
キュラムの改訂である。これまでのコ
ンテンツ（教育内容）基盤型教育から，
卒業までに学生が身につけるコンピテ
ンシー（資質・能力）基盤型教育への
改訂をめざす。改訂のきっかけは
2022年に岸田首相（当時）の私的諮
問機関である教育未来創造会議が発出
した第一次提言にある。これをもとに，
JANPUは 2040年に向けて看護学教育
に求められる人材像を，「時代の変化
に対応して自ら課題を設定し，論理的
思考力，グローバルなコミュニケーシ
ョン等によって，新たな価値やビジョ
ンを創造し，積極的に社会を改善して
いく資質・能力を有する人材」と定め
た。コロナ禍を経て，Z世代，それに
続くα世代の学生の性質も変化してい
る。失敗したくない・傷つきやすい特
性に合う教授方法の開拓も必要である。
　看護系大学院で学ぶ大学院生の数は

年間約 7000人と近年は横ばいである
が，社会人の割合が多い特徴を持つ。
なかでも医療機関や保健所等に勤務し
ながら，あるいは大学で教鞭をとりな
がら学ぶ大学院生が多い。看護師・保
健師・助産師は免許更新制度のない国
家資格である。従って，自ら必要に応
じて生涯学ぶ姿勢を持つ勤勉な集団で
あることが求められる。このためには
リカレント教育あるいはリスキリング
が必要だろう。臨床実践を積み重ねて
いくと「outputの連続に疲れる」「input
が枯渇する」という時期がある。その
時，大学院に学びを求める。特に看護
学は実践科学であるため，研究者を育
成するカリキュラムだけでなく，高度
実践家・管理者育成のカリキュラムが
必要である。臨床実践の現場にいる看
護職は，相手の痛みに寄り添い，その
軽減を願うがゆえに職業上，共感疲労
に陥りやすく，適切な方法を取らない
と燃え尽き（バーンアウト）に至る可
能性がある。人生 100年時代にいきい
きと仕事を続けられるようワークエン
ゲージメントに管理者が心を砕き，各
自のレジリエンスを高める環境や教育
的試みを導入する対応が望まれる。
　脱皮を繰り返す巳（へび）にあやか
り，巳年は「再生や変化を繰り返しな
がら柔軟に発展していく」創立 50周
年になるよう歩き続けたい。

JANPU創立50周年―― 
変化に柔軟に対応できる看護の力を育む
堀内 成子
一般社団法人日本看護系大学協議会 代表理事／
聖路加国際大学 学長

新春随想

　本年 4月 1日より「かかりつけ医機
能報告制度」が開始される。この報告
制度の目的は大きく 2つ挙げられる。
1つは，国民・患者が適切な医療機関
を選択するための情報を提供するこ
と，もう 1つは，地域におけるかかり
つけ医機能の確保状況を確認し，不足
する機能を補うための方策を各都道府
県が設置する「地域における協議の場」
で検討することである。
　制度の報告内容は 1号機能と 2号機
能に分かれており，1号機能では「継
続的な医療を要する者に対する発生頻
度が高い疾患に係る診療その他の日常
的な診療を総合的かつ継続的に行う機
能」として，17の診療領域ごとの一
次診療対応の有無や一次診療を行うこ
とができる疾患（主に外来患者数が多
い 40疾患）についても報告すること
が定められている。2号機能では，時
間外診療の対応の有無や入退院支援の
状況，在宅医療の提供や介護サービス
等との連携，健診や予防接種，地域活
動への参加状況等の報告が求められて
いる。
　複数の慢性疾患や医療と介護の複合
ニーズを有することが多い高齢者のさ
らなる増加と生産人口の急減が見込ま
れる中，地域によって大きく異なる人
口構造の変化に対応するためにも，私
はこの 2号報告の情報が極めて重要に
なると考えている。これまで，地域医
療構想調整会議等では病床機能を中心
に議論してきた。しかし，もはや病院

医療だけで解決できる問題ではなく，
在宅医療や介護，福祉が一体となった
地域ごとの方略が，今求められている。
　そのためにも新たな協議の場の意義
は大きい。とはいえ，開業医の多くは
いわゆるソロプラクティスが現状であ
る。24時間対応の在宅医療や時間外
診療を求めるのは，医師の働き方改革
から考えても現実的ではない。かかり
つけ医機能を支える仕組みも重要とな
る。そこで全日本病院協会が提唱して
いるのが「かかりつけ医機能支援病院」
だ。これは休日・夜間対応や入院対応
といった二次救急機能の他に，在宅医
療や介護施設との連携など，地域に密
着し地域医療を担う病院である。この
ような機能は大病院よりも中小病院の
役割が重要となる。同じように日本プ
ライマリ・ケア連合学会でも，複数の
医師が常勤で時間外対応や困難な在宅
医療患者に対応する「かかりつけ医機
能支援診療所」の必要性を訴えている。
これらのような病院・診療所では，幅
広い診療能力や介護，福祉との連携も
得意とした「総合診療専門医」が求め
られる。かかりつけ医機能を支える人
材として，さらに養成を強化しなけれ
ばならない。また，他の専門医から総
合診療分野へ転向する医師へのリカレ
ント教育も今後は重要となる。
　今回の報告制度が，地域に変化をも
たらす重要な基点となることを願って
やまない。

かかりつけ医機能報告制度から始ま
る新たな地域医療の在り方とは？
大橋 博樹
医療法人社団家族の森 多摩ファミリークリニック 院長
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　団塊の世代が後期高齢者となる本年
は，地域包括ケア政策の推進の一つの
節目とされてきた。今後は，2040年
に向けて大都市圏を中心に 85歳以上
人口が急増する。85歳以上の人の平
均の要介護認定率は現在約 6割であ
り，慢性期医療ニーズを併せ持つケー
スが多い。そのため介護人材不足や介
護保険財政の深刻化による要介護者の
処遇の低下だけでなく医療提供体制の
在り方にも深刻な影響を及ぼすことが
懸念され，地域包括ケア政策は正念場
を迎える。
　地域包括ケアシステムがめざすの
は，「高齢者が可能な限り住み慣れた
地域で，その有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むこと」の実現である。
今改めてこの原点に立ち戻り，老いに
伴う高齢者の自立度の低下を遅らせる
と同時に，治し支える医療への転換を
行うことが必要である。
　このためにはまず，介護政策におけ
るフレイル予防のポピュレ―ションア
プロ―チの強化が必要である。要介護
状態になってからの自立度の改善は困
難であり，対応の戦略は早期であれば
あるほど効果が上がる。現に，フレイ
ル（健常と要介護の中間）より早い段
階で虚弱の進行を遅らせることで，介
護保険給付の適正化に大きく貢献でき

ることを示唆する研究が出始めてい
る。一方，住民主体の通いの場の普及
に加えて，一部の自治体では地域の高
齢者が主体となってフレイルの構造を
学び，測定し，ともに改善しようとす
る活動が普及しつつある。今，自治体
行政は，いかにして上から目線でなく
住民主体での活動を支援し効果を測定
する手法を導入するかが問われている。
　併せて，治し支える医療への転換に
は，在宅医療の推進が必要である。慢
性期医療ニーズを持った虚弱な高齢者
に対する医療は，基本的には生活の場
としての介護施設での対応を含めて在
宅医療で十分に対応でき，かつ，それ
が多くの高齢者の願いに応える道であ
ることが理解されつつある。今，いか
にして，団塊の世代以降の高齢者が生
活の場で自分らしく生き切る人生の在
り方を学ぶか，医師を始めとする専門
職が在宅医療の重要性に目覚めるか，
自治体行政が地域の医療介護連携の要
となれるかが，それぞれに問われてい
る。
　以上述べた通り，高齢者自身はもと
よりあらゆるステークホルダーが一丸
となって，自助，互助，共助，公助の
適切な組み合わせの下で地域包括ケア
システムの実現にまい進することを切
に願うものである。

2025年問題として改めて 
問い直されていること

辻 哲夫
医療経済研究・社会保険福祉協会 理事長

明けましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

2025 年新春

医学書院

代表取締役会長 金原　　優
代表取締役社長 金原　　俊
常務取締役 早坂　和晃
常務取締役 堀口　一明
常務取締役 青戸　竜也
常務取締役 天野　徳久
常務取締役 上原　達史
監査役 鈴木美香子

社員一同

　2010年 9月，わが国の医学教育関係
者を震撼させるニュースが駆け巡った。
米国の外国人医師卒後教育委員会
（ECFMG）が「2023年以降，米国で
臨床研修プログラムに参加を希望する
外国人は，国際基準で評価・認定を受
けた医学部卒業生に限る」と発表したの
である。いわゆる 2023年問題である。
　これに対応するべく，文部科学省，
全国医学部長病院長会議等と協議を重
ね，2015年 12月に，医学教育評価を
行う組織として「日本医学教育評価機
構（JACME）」を発足させた。JACME
は，2017年 3月に世界医学教育連盟
（WFME）から国際的に通用する医学
教育評価機関として認定された。これ
をもって，JACMEの評価・認定を受
けた医学部卒業者は，ECFMGへの申
請資格が得られることになった。
　JACMEは，WFMEの国際基準に沿
って医学部の教育プログラムを評価
し，基準に適合していれば認定してい
る。すなわち，JACMEが認定した医
学部は，国際標準の医学教育を実施し
ていると保証される。
　2024年 10月現在，全 82医学部は
JACMEの 1巡目評価を受けて認定さ
れている。評価の結果を総覧すると，
わが国の医学部教育は世界に誇れる水
準にあるといえる。しかし，課題も指

摘される。たとえば，診療参加型臨床
実習が充実していない，学生の教学に
かかわる委員会への実質的な参加が十
分でない，医学教育プログラムを評価
する仕組みが整っていない，などの課
題が多くの医学部に対して指摘される。
　医学教育評価の実施においては，受
審医学部，評価員双方にとって，時間，
経費，人材確保などの面で負担が大き
い。それだけの負担を凌駕するだけの
成果が得られなければ，意義が乏しい。
　医学教育評価を受審した医学部への
アンケートでは，「負担は大きいが，
医学教育の改善・向上を進めるきっか
けになった」との肯定的意見が約
90％を占める。実際，全国医学部長病
院長会議の調査によれば，臨床実習の
全国平均が 2010年以前には 50週程度
に過ぎなかったが，2023年度調査で
は約 69週に増えている。ほかにも，
能動的学修の推進，学生の教育への積
極的参加などの成果が見られている。
　現在，あらゆる分野でグローバル化
が進み，医学・医療の面でも国際交流
が活発化している。国際的に活躍でき
る医療人を養成する観点から，国際水
準の医学教育を実践することは必至で
ある。負担感が少なく，それでいて質
の高い医学教育評価を今後も展開して
いきたい。

医学教育のグローバル化
奈良 信雄
日本医学教育評価機構 常勤理事／
順天堂大学 客員教授／東京科学大学 名誉教授

　2024年 10月１日，国立成育医療研
究センター内に女性の健康総合セン
ターが開所されました。本センターは，
女性特有の生殖器に関する疾患・病態
の解明と新たな治療法の開発に加え，
ライフステージと性差を意識した女性
の健康に関する課題についてエビデン
スの創出と政策提言を行い，社会実装
につなげることを使命とし，その司令
塔機能を果たすために設置されました。
　女性は，ライフステージごとに心身の
状況が大きく変化し，さまざまな健康上
の課題が生じます。そのため女性特有の
疾患だけでなく女性の健康（well-being）
について，心身における性差を加味し，
ライフステージごとに多面的な分析を
加え，病態の解明と予防および治療に
向けた研究，臨床，技術開発を推進し
なくてはなりません。本センターでは
次の 5点を柱とし，この課題に取り組
みます。①女性の健康に関するデータ
の構築，②女性のライフコースを踏ま

えた基礎研究・臨床研究の積極的推
進，③情報収集・発信，人材育成，政
策提言，　④女性の体とこころのケア，
⑤女性に特化した診療体制の拡充。
　これらを包括的に実施し，センター内
にとどまらず，全国の医療機関，関連
学会，企業等と協働，連携していきま
す。すでに⑤に関連した取り組みとし
て，国立成育医療研究センター内に女
性外科／婦人科，不妊診療科，女性内科，
女性精神科，女性歯科を備えた女性総
合診療センターを開設しました（2025
年 1月現在，女性外科，女性精神科は
準備中）。今後はこれまで国立成育医
療研究センターが担ってきたプレコン
セプションケア，妊娠と薬の事業，さ
らに，現在，社会問題化している産後
ケアに関しても拡充を進めていきます。
　女性の健康課題の解決が飛躍的に発
展するよう，センター一同尽力してま
いります。どうぞご支援・ご指導のほ
どお願い申し上げます。

女性の健康総合センター 
設立に当たって
小宮 ひろみ
女性の健康総合センター センター長

　2018 年，WHO により「WHO rec-
ommendations：Intrapartum care for a 
positive childbirth experience」が公表さ
れました。これは，日本語版『WHO
推奨：ポジティブな出産体験のための
分娩期ケア』（医学書院）としても刊
行されています。この中において，
“Positive childbirth experience”（ポジテ
ィブな出産体験）は，「女性がそれま
で持っていた個人的・社会文化的信念
や期待を満たしたり，あるいは超えた
りするような体験であり，臨床的にも
心理的にも安全な環境で，付き添い者
と思いやりがあって技術的に優れた臨
床スタッフから実質的で情緒的な支援
を継続的に受けながら，健康な児を産
むことを含む」と定義されています。
この背景には，国連開発計画が提唱す
る SDGsの実現に伴い，出産時に命を
落とさないだけでなく，「母子が強く
成長し健康に生きるための潜在能力を
最大限に発揮させることもめざす」よ
うになってきたことがあります。出産
は，女性やその家族の日常生活の延長
線上にあり，新しい家族を皆で迎える
人間的な営みの側面を持ち合わせるの
です。
　出産は女性にとっては人生の大きな
イベントであり，女性が出産体験に満
足することがその後の母子関係や育児
に影響することがわかっています。そ
のためにも女性が自分の出産に主体的
に取り組めることが必要です。「ポジ
ティブな出産体験のための分娩期ケ
ア」56項目の推奨項目の 1つとして，

「産婦を尊重したケア」があります。
産婦が自分と赤ちゃんの生死をかけて
出産しようとする産み方に対して，助
産師はどのような出産を産婦が選んだ
としても，その方法を選んだ「人」に
支援を行います。その人の生き方を尊
重するように，全ての女性の産み方を
尊重し，寄り添ったケアがその女性の
満足度につながっていきます。
　もう 1つご紹介する推奨項目に「出
産中の付き添い」と「継続ケア」があ
ります。昔の土器や壁画，書物に描か
れている出産にも付き添いがいるよう
に，産婦は，自分が選んだ信頼する人
による付き添いがあることで安心し，
出産に集中して取り組むことできま
す。妊娠期から継続的にかかわり，自
分のことをよく知っている人ならなお
さらです。その妊娠期から継続したケ
アの役割を，日本では助産師が担って
きました。助産師は英語では midwife
と言い，「with（共に）」を意味する中
世英語の midと「女性」を意味する
wif（wifeの原語）が合わさって「出
産するお母さんと一緒にいる女性」を
意味します。妊娠・出産・育児が日常
生活の中にあるからこそ，助産師は地
域で，女性の傍らにいて，女性やその
家族から信頼され，相談される役割を
これからも果たしていきたいと願って
います。
　全ての産婦が，ポジティブな出産体
験を経て，全ての母子と家族が笑顔で
過ごせる，そんな 1年になりますよう
に。

すべての産婦にポジティブな出産
体験を
髙田 昌代
公益社団法人日本助産師会 会長
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　「ウェルビーイング」とは，ある個
人にとって究極に善い状態，つまり自
己の利益にかなうものを実現した状態
であるという。つまり，身体的・精神
的のみならず，社会的，経済的にもそ
の個人が望む最高の状態の実現という
わけだ。究極の個別医療が Precision 
Medicine（精密医療）ならば，ウェル
ビーイングは Precision Happiness（精
密幸福）とも言い換えられよう。
　われわれ医療者は，専ら患者・市民
の健康維持や疾患予防・改善を考え，
それが常に患者・市民の最上の幸福に
つながると考えがちである。そのため，
薬剤や外科手術などの治療のみなら
ず，日常生活の食事，運動，生活習慣
の情報も全て健康・医療にどう役に立
つか（害があるか）ばかりを問う。
　しかしながら，多彩な人生の中での
幸福観は個人で異なり，しかも同一個
人でも時間と共に変わりゆく。特に健
康な時には，健康や病気のことよりも，
望んだ仕事に就くこと，趣味を満喫す
ること，家族と共に楽しむこと，経済
的に恵まれること，社会に貢献するこ
となど，重要視する人生の要素は個人
によってさまざまである。健康・医療
を専門としているわれわれには，もは
や手出しのできる範囲を超えているよ
うに思われる。それでは，いったい誰
がそれを実現できるというのであろう
か？
　私は，世の中のあらゆる領域で個人

への情報主権の移譲を推進する DX
（デジタルトランスフォーメーション）
がその鍵を握ると考える。健康・医療
では医療施設が電子カルテなどで情報
を管理してきたが，DXによってス
マートフォンのアプリ，Personal 
Health Record（PHR）と電子カルテの
連携で個人の自己健康管理が可能とな
りそうだ。同様に他の領域でもスマー
トフォンを中心に，次々と情報が個人
に集約されている。われわれ医療者は，
健康・医療以外の日常生活の情報をい
かに健康・医療に役立てるか，という
思考になりがちである。逆に，健康・
医療の情報をいかに他領域での幸福に
役立てるか，という発想も必要ではな
いか？　例えば，個人の望む職に就い
たり仕事を継続したりするために，あ
るいは幸福を感じる趣味を満喫するた
めに必要な身体・精神機能をスマート
フォンで確認・証明する，その低下を
予防・改善する，などである。
　健康・医療の目的に「健康にする，
病気を改善する」だけでなく「個人に
とっての幸福度を上げる」も付け加え
てみよう。個人に情報が集約し，活用
することによって，初めて実現できる
ことである。そのように考えるとわれ
われもウェルビーイングの実現に大き
く貢献できそうだ。もちろん，それを
支援する AIや社会サービスが必要な
ことは言うまでもない。

ウェルビーイングは「精密幸福」，
いかに実現するのか？ 
中島 直樹
九州大学医学研究院医療情報学講座 教授／
九州大学病院メディカル・インフォメーションセンター長

　皆さま，こんにちは。私は，群馬県
で下部消化管外科を中心に診療を行っ
ている 39歳の消化器外科医です。ま
た若手外科医の育成・キャリア形成を
支援するため，2020年 12月に日本消
化器外科学会に設立された Under-40
委員会の委員長を 2024年 9月から務
めています。
　厚生労働省の報告によると，全国の
医学生・医師数は年々増加傾向にある
一方で，消化器外科医の減少は顕著で
す。日本消化器外科学会の会員数も毎
年減少傾向にあり，現在の推移から算
出すると 65歳以下の会員数は 20年後
に現在の 50％にまで減少するという
厳しい未来が予想されています。群馬
県でも同様に若手消化器外科医の不足
が深刻化していることを肌で感じてい
ます。

　長時間労働の是正や勤務時間管理の
厳格化をめざした「医師の働き方改革」
の直前に行われた消化器外科医へのア
ンケート調査報告 1）では，消化器外科
は患者さんの生命に直結する診療科で
あるため，リスクや労働内容の対価と
しての賃金が十分に支払われていない
現状を不満に感じているという結果が
ありました。また，高度化・複雑化し
たロボット支援手術などのさまざまな
新規手術手技を今の労働環境下で覚え
られるのか，不安を感じている若手医
師も多いと考えます。こうした現状に
対し日本消化器外科学会は，昨年の総
会で「消化器外科の明るい未来を達成
するためのロードマップ」（
ly/3ZHoUIE）を提示しており，今後
の改善に期待したいと思っています。
　上記のアンケートでは，「消化器外

消化器外科医不足の現状について 
――若手の視点
岡田 拓久
日本消化器外科学会 Under-40委員会 委員長／
群馬大学大学院消化管外科

科医を後輩や子供に勧めるか」という
問いに，「勧める」よりも「どちらで
もない・勧めない」と思う消化器外科
医が多いという衝撃的な結果も判明し
ました。しかし一方で，「再度診療科
を選択できるとしても消化器外科医に
なりたい」と回答している医師も多く，
やりがいを感じる診療科であることも
間違いないのだと感じています。消化
器外科医不足の問題を解決するには，
消化器外科の魅力のアピールに加え，
若手外科医のモチベーション向上と働
きがいのある環境づくりが不可欠です。
　Under-40委員会では 40歳未満の会
員が，若手外科医のための活動を自主的
に行っており，その一部を紹介します。
U︲40 Club：施設やグループを越えた
若手消化器外科医の交流の場を提供し
ています。座談会はキャリア形成や働
き方に関する情報交換や意見交換を行
っており，現在までに 40回以上開催
しています。手術手技勉強会は普段は
相談しにくい手技の悩みやコツなどを
共有する学びの場としています。本会
は 2024年 2月から開始しましたがす
ぐに定員が埋まるほど人気の会となっ
ています。

U︲40 Surgical Seminar：手術手技や消
化器外科スキルの向上を目的として，
日本消化器外科学会総会の会期中に，
U-40が「今知りたい！」「ここを学び
たい！」と感じるテーマについてセミ
ナーを行っています。2022年から開
始しましたが，40歳以上の会員にも
好評です。
U︲40 教育コンテンツ：開腹術や縫合な
どの手術手技，医療統計など，若手医
師に必要な知識やスキルを学べる動画
コンテンツを学会Webサイト内に無
償で提供しています。
　私自身も若手ではありますが，U-40
委員会の活動を通して消化器外科の素
晴らしさをわれわれの世代から医学生
や若手医師に発信し，安心して消化器
外科医として活躍できるような環境の
形成をめざしています。消化器外科の
素晴らしさ・重要性とともに，ひっ迫
している現状を医学界以外の方へも認
知いただき，行政などさまざまな面か
らサポートが進むことを期待しており
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
●参考文献
1）新原正大，他．日消外会誌．2024；57（3）：
158︲68.

オープンアクセス義務化，データとAI
の活用で問われ直す医療情報の信頼性
林 和弘
文部科学省科学技術・学術政策研究所 データ解析政策研究室長／日本学術 

会議科学者委員会学術体制分科会委員長／日本医学雑誌編集者会議組織委員

　2025年は公的資金を得て活動を行
っている研究者にとって大きな転換点
を迎える。すなわち，オープンアクセ
スの義務化が始まり，2025年度に得
た公的資金の研究成果（査読付き論文）
から対象となる。また，その論文の根
拠データに関しても原則公開すること
が義務付けられている。
　なぜ，オープンアクセスの義務化な
のか。政策論としては，公的資金によ
る研究成果を国民に還元し，公共財と
して幅広く活用するためとなる。特に
医学・医療の研究成果は，自身や身近
な人の健康に関連することになるため
非専門家の関心も高くなりやすい。こ
のような研究成果としての論文は英語
で書かれていることが多く，また，非
専門家には難解であることが多いが，
AIの飛躍的な進歩によって，翻訳と
要約が比較的容易となり非専門家にも
ある程度わかるようになりつつある。
　また，論文の根拠データの公開によ
って，論文の再現性を高め，研究の透
明性を高めることができる。オープン
化によって一定の再現性が担保された
論文などの知識（データ）を多量に処
理することで，研究活動や知識生産の
可視化が進み，研究が加速し，研究評
価にも役立つことが期待されている。
そして，その活動自体がデータ科学と
AIの進展にも寄与することになる。
　一方，オープン化の負の側面を無視
することもできない。オープンアクセ

スは，ビジネスとしては読者（図書館）
から購読費を取らない代わりに，著者
から論文掲載費を取ることで，誰でも
読めるようにしている。この事業モデ
ルは，自費出版と同等であるため，著
者から論文掲載費をもらうことを主目
的にして質の保証を行わない，ハゲタ
カジャーナルと呼ばれるフェイクジ
ャーナルを生み出し，質の悪い論文を
世に多量に送り出している。あるいは，
AIが論文を生成できる時代となり，
すでに AIが生成した多量のフェイク
論文が世に出回っているのではないか
という指摘もある。　　
　このように知識としての論文のオー
プン化，データと AIの活用の進展は，
正負両面のインパクトを持ち得る。特
に医療情報においては，その情報の信
頼性をどのように担保するかが常に問
われている中で，このような情報流通
の変革に応じた対応が求められること
になる。知識の生産者である著者は常
に科学的妥当性と透明性のある活動と
アウトプットが問われ，知識の消費者
である読者は，個々の情報リテラシー
を高め，また，データや AIを正しく
活用することで，デジタル時代の目利
きを養うことになる。つまり，2025年
からのオープンアクセス義務化は，論
文をオープンにするという意味以上に
大きなインパクトを持つことになるだ
ろう。
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　現在，保健師，助産師，看護師，准
看護師を含む約 173万人の看護職員が
医療機関，訪問看護ステーション，学
校，事業所，各種施設，保健所，自治
体など，地域社会のあらゆる場で活躍
しています。その活動範囲は広範であ
り，患者や利用者の療養生活支援や住
民の健康を支える取り組みにおいて，
それぞれの専門性を最大限に生かし取
り組んでいます。
　看護職員の使命は，健康課題を抱え
る人々が食事，睡眠，排泄などの基本
的な生理的欲求を満たしつつ，本人が
望む生活を実現できるように支援する
ことです。その過程では，当然のこと
ながら人としての尊厳を何よりも重視
し，専門性を発揮した看護を提供して
います。

　一方で，療養の場やその在り方は近
年ますます多様化し，看護職員に求め
られる知識や技術，判断能力などの幅
も広がっています。加えて，社会構造，
家族構成や人とのつながり方も変化
し，複雑化している現代において，人
の生命や尊厳に直接かかわる看護職員
には，これまで以上に高い倫理観と，
心身や環境の変化を的確にアセスメン
トする能力が求められます。これらの
課題に対応するため，厚生労働省では，
看護職員が自らの能力を高めるための
学びの環境を充実させることに注力し
ています。
　また，入院医療や在宅医療，外来医
療での看護がシームレスに連携し，看
護職員が働くフィールドを超えてつな
がることによって，効率的かつ効果的

時代の要請に応じた 
看護職員の確保について
習田 由美子
厚生労働省医政局看護課 課長

　聴覚障害者のオリンピック，デフリ
ンピックをご存じでしょうか。パラリ
ンピックより長い歴史をもつ国際競技
大会で，初開催は 1924年まで遡りま
す。今年，その記念すべき 100周年大
会が，日本で開催予定です。日本での
開催は史上初となります。
　競技ルールは概ね健聴者競技と同じ
ですが，競技中は補聴器や人工内耳と
いった聴覚補聴機器を使用しないこと
が定められています。そのため，競技
によってはスタートの合図の音や審判
の笛が，光や旗など視覚情報で補完さ
れます。
　私自身も生まれつき両耳とも重度の
難聴で，耳鼻科医として勤務する傍ら，
代表選手として過去 2大会のデフリン
ピックに出場しました。
　デフリンピック出場経験を通して感
じることは，聴覚障害者は大きな社会
参加制約を被るということです。学生
時代に団体競技を行いたくても，健聴
者と意思疎通が図れないために断念し
た選手もいます。またスポーツの場面
に限らず，耳鼻科医として日々診療す
る中でも，難聴のために就労を断念し
た方や，地域のコミュニティに参加で
きず孤立する方などを多く拝見してき
ました。
　近年，Lancet誌や JAMA誌などに
掲載された多くの論文で認知症と難聴
の関連や，補聴器の使用をはじめとし
た聴覚ケアの重要性が提唱されていま

す。残念ながら日本では高齢だから仕
方ないと難聴を放置したり，自身の聴
力にそぐわない不適切な補聴器や集音
器を使用し，補聴器は試したけど合わ
なかったと誤認されたりする方が多く
いらっしゃいます。
　日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会で
は，難聴啓発プロジェクト「聴こえ
8030運動」を立ち上げ，難聴にかか
わるさまざまな情報提供を行っていま
す。学会特設Webサイトからどなた
でもアクセスできますので，機会があ
りましたらご覧いただけますと幸いで
す（QRコード）。今回の東京 2025デ
フリンピック開催が，日本国民が聴覚
について今一度見つめ直す
契機となってくれることを
期待しております。

東京2025デフリンピック――デフリ
ンピックをご存じでしょうか？
狩野 拓也
2025デフリンピック支援ワーキンググループ委員／愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・
頭頸部外科／2017，2021デフリンピック夏季競技大会 男子バレー日本代表

　理学療法の国際的な広がりに関心を
持ち始めたのは，新人時代に行ってい
た英文抄読会や，20代前半に訪れた
オーストラリア旅行がきっかけでし
た。旅行先で「職業は？」と尋ねられ
「Physical Therapist」と答えると，称賛
される場面によく遭遇しました。オー
ストラリアでは理学療法士は広く知ら
れており，街中で「Physical Therapy
（Physiotherapy）」の看板を見かけるこ
とが多いです。当時の日本では，医療
職でない限り理学療法士と接する機会
は少なく，私たちの職業を知る人は限
られていました。それでも，理学療法
の歴史を築いてきた先人や他の医療職
の方々から学んだことは，私にとって
大きな財産です。
　世界理学療法連盟の学会に初めて参
加したのは 1999年（当時はWCPT），
横浜で開催された時でした。妊娠中に
参加したウィメンズヘルスのシンポジ
ウムは私に大きな影響を与え，理学療
法士としての視野が広がるきっかけと
なりました。その後も学会には数年お
きに参加し，2007年のカナダ大会や
2011年のオランダ大会では，小児サ
ブグループ（現在のスペシャリティグ
ループ：IOPTP）との交流が始まりま
した。この出会いが，後に日本の小児
理学療法グループが国際組織に正式に
加盟する契機となりました。
　2015年にはシンガポールでの学会
で日本の IOPTP加盟が正式に承認さ
れ，2019年のジュネーブ大会後には
NICUでの理学療法に関するステート
メント作成にもかかわる機会を得まし
た。2021 年には組織名称が World 
Physiotherapy（WPT）に改称され，国

際理学療法コミュニティは新たな発展
を迎えています。
　次回の世界理学療法連盟学会は
2025年 5月 29日から 31日にかけて
東京国際フォーラムで開催される予定
です。日本理学療法士協会の 60周年
の節目となるこの機会に，私は 2023
年に引き続きプログラム委員会の一員
（Congress Programme Committee：

CPC）として，国内外の理学療法士が
学び合える場の準備を進めています。
国内開催は，海外の理学療法士と直接
交流できる貴重な機会です。英語に不
安がある方も，少し勇気を出して一歩
踏み出せば，理学療法士としての視野
が大きく広がり，新たな発見が得られ
るでしょう。また，「理学療法士とは
何か」を知る貴重な機会にもなると思
います。
　くしくも，私自身も 1965年生まれ
で，今年で 60周年を迎えます。理学
療法士として，全ての国民の「動くこ
と」を支え，健康に導くことが使命だ
と考えています。個々の対象者に応じ
た動作支援を通じて生活の質を向上さ
せるため，医学的知識を基盤に運動に
関する専門知識を応用し，日々歩んで
きました。その年月を振り返りながら，
2025年の学会では，日本の理学療法
士に向けて充実したプログラムを提供
したいと考えています。CPCのメン
バーや関係団体とともに全力で取り組
み，この随想を呼んでいただいている
皆さまと共に国民の健康を支える一助
となるよう，有意義な機会を提供する
ため尽力いたします。この機会を生か
し，世界とつながる一歩を踏み出して
いただければ幸いです。

世界理学療法連盟学会2025 
開催に向けて
横山 美佐子
北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 講師

にケアを届けることができる体制の構
築をめざしております。
　さらに，少子高齢化の影響で看護職
員の人材確保が困難になる中，ICT技
術の発展を活用し，医療現場の DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）を
進めていく必要があります。看護分野
の DX化を進め，業務効率化や労働環
境の改善を図ることで，看護職を魅力

的な職業とし，新たな人材を呼び込む
ことが期待されています。
　これからも看護職員が心身の健康と
尊厳を守る専門職としてその役割を果
たせるよう，環境整備や支援策を充実
させ，看護を担う仲間を増やし，より
質の高い看護を追求していきたいと思
います。

●写真　デフバレー男子日本代表として
出場した際の写真

デフバレーボール世界選手権 2024沖縄大会 

フランス戦でスパイクを打つ筆者。

2025 年 1月，読者の皆さまにより快適にご利用いただけるよう，本紙Webサイトの
リニューアルを実施いたしました。これに伴い，一部の過去記事をご覧いただく際に医学書院
IDへのログインを求める仕様に変更しております。引き続きWeb版でも本紙記
事をご覧になる読者の皆さまにおかれましては，医学書院 IDのご取得（無料，右
記QRコード）をお願いいたします。

より快適に『 』をお読みいただくために

医学書院 IDご登録のお願い
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